
 

27 昭
和

二

十
五

年
七

月
二
十

日
提

出 

質

問

第

二

七

号 

    

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

特
別
調
達
庁
関
係
の
事
務
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
七
月
二
十
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

提
出
者 

並 

木 

芳 

雄 

 

一 

 



 

地
元
東
京
都
北
多
摩
郡
砂
川
村
で
は
、
若
松
村
長
、
被
害
の
中
心
た
る
西
砂
川
地
区
の
宮
崎
、
吉
岡
両
村
議
は
じ
め
村
民

あ
げ
て
大
な
る
期
待
を
よ
せ
、
そ
の
処
理
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
願
つ
て
い
る
。 

一 

特
庁
で
は
、
現
地
調
査
も
終
り
、
所
要
の
手
続
を
ふ
ん
で
近
く
排
水
工
事
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
今
ま
で
の
損
害
に

対
し
、
補
償
す
る
見
透
し
が
つ
い
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
い
つ
実
現
す
る
か
。 

本
件
に
つ
い
て
は
、
昨
年
十
月
二
十
六
日
附
質
問
第
四
号
を
も
つ
て
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
十
一
月
四
日
附

答
弁
第
四
号
を
も
つ
て
懇
切
な
る
答
弁
に
接
し
た
。 

三 

 
 

二 

何
分
に
も
本
件
の
申
請
以
来
、
す
で
に
年
余
を
経
て
お
り
、
決
し
て
特
庁
が
怠
け
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
れ
以

上
遅
延
す
る
と
住
民
の
ゑ
ん
さ
の
声
も
高
ま
る
と
思
う
の
で
、
至
急
決
定
し
て
も
ら
い
た
い
。
降
雨
ご
と
に
物
す
ご
い
こ

う
水
と
な
つ
て
、
ジ
ー
プ
さ
え
通
行
不
可
能
に
な
り
、
汚
水
は
飮
料
水
と
農
作
物
と
を
侵
し
、
住
民
の
こ
う
む
る
不
利
不

便
は
言
語
に
絶
し
て
い
る
。 、

、

、 

特
別
調
達
庁
関
係
の
事
務
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、 

、 

 



 

 

四 

右
に
つ
き
現
地
調
査
の
結
果
も
併
せ
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

（
い
つ
だ
れ
が
ど
う
い
う
調
査
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
等
詳
し
く
。
） 

右
質
問
す
る
。 


